
市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

暮らしに便利

令和３年度納税月別予定表
収納課　　☎（55）7121
下水道課　☎（55）7124
上水道課　☎（55）7146

■市税等は納期限までに納付しましょう（口座振替をご利用の方は、振替日の前日までに口座にご入金ください）。

税目
月分 納期限

収納課 上水道課 下水道課 収納課

海部地区急病診療所
病状などのお問い合わせは、受付時間内に直接お電話してください。

津島市莪原町字郷西37 ☎（25）5210

内　科
小児科

歯　科

日曜日・祝日・休日 午前 9 時 ～11時30分
午後 1 時 ～ 4 時30分

日曜日・祝日・休日 午前 9 時 ～11時30分
午後 2 時 ～ 4 時30分 

（　　   ）

8月の平日夜間・休日診療

※つながりにくい場合は、時間をおいておかけ直しください。

0

●平日夜間および休日診療に関するお問い合わせは、消防署または救急医療情報センターへおたずねください。

愛 西 市 消 防 本 部  …… ☎（26）1100　救急医療情報センター …… ☎（26）1133

◆大切なお知らせ◆
・診療日及び時間帯について、下記のとおり変更しております。
・保険証を必ずご持参ください。
・発熱がなくても必ず電話連絡をしてください。

◎診療時間/日曜日・祝日…午前9時～午後5時
※午後5時以降は、消防本部☎（26）1100へおたずねください。
外科専門外の患者さんは、お断りする場合があります。

休　日　診　療〈 外 科 〉

http://amaq.sakura.ne.jp（お気軽にアクセスしてください）

注1　納期限は原則としてその月分の月末ですが、金融機関などが休みのときは繰り下げた直近の営業日です。
注2　上下水道料金のうち、下水道料金は佐織地区で公共下水道に接続された方に限ります。佐屋地区で公共下水道に接続された方は海部南部水道企業団の水

道料金と併せて請求されます。

◎市税などの納付は、口座振替をご利用ください。
口座振替取扱金融機関
☆三菱UFJ銀行 ☆愛知銀行 ☆あいち海部農業協同組合 ☆いちい信用金庫 ☆大垣共立銀行 
☆桑名三重信用金庫 ☆三十三銀行 ☆十六銀行 ☆中京銀行 ☆東海労働金庫
☆名古屋銀行 ☆尾西信用金庫 ☆百五銀行 ☆ゆうちょ銀行・郵便局
口座振替申し込み場所　収納課、各支所および各取扱金融機関
※市外の取扱金融機関をご利用の際は各担当課までご連絡ください。「愛西市市税等預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）」を郵
送させていただきます。

お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

【
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
】

▼
対
象
者
／
身
体
障
害
者
手
帳（
１
級
か
ら

３
級
、腎
臓
４
級
お
よ
び
進
行
性
筋
委
縮
症

４
級
か
ら
６
級
）、療
育
手
帳（
Ａ
ま
た
は
Ｂ
）

所
持
者
も
し
く
は
、自
閉
症
と
診
断
さ
れ
て

い
る
方
で
、令
和
3
年
7
月
31
日
有
効
期
限

の
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
の
う

ち
、ま
だ
更
新
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
。

な
お
、更
新
手
続
き
を
さ
れ
た
方
に
は
、８
月

か
ら
使
用
で
き
る
受
給
者
証
を
既
に
郵
送
し

て
い
ま
す
。届
い
て
い
な
い
方
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
】

▼
対
象
者
／「
障
害
者
」「
ひ
と
り
暮
ら
し
」

「
ね
た
き
り
・
認
知
症
」な
ど
の
要
件（
一
部
所

得
制
限
あ
り
）に
よ
る
後
期
高
齢
者
福
祉
医

療
の
受
給
者
の
方
で
、令
和
3
年
7
月
31
日

有
効
期
限
の
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
の
う
ち
、ま
だ
更
新
手
続
き
が
お
済
み
で

な
い
方
。な
お
、「
障
害
者
」の
要
件
に
よ
る
受

給
者
の
方
で
、更
新
手
続
き
を
さ
れ
た
方
に

は
、８
月
か
ら
使
用
で
き
る
受
給
者
証
を
既

に
郵
送
し
て
い
ま
す
。届
い
て
い
な
い
方
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

「
ひ
と
り
暮
ら
し
」の
医
療
証
の
新
規
交
付

は
、令
和
3
年
3
月
末
で
終
了
し
、更
新
の

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
母
子・父
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証
】

▼
対
象
者
／
18
歳
以
下
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
母
子
や
父
子
家
庭
の
方
で
、受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方（
一
部
所
得
制
限
あ
り
）。

※

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、10
月
31
日
ま

で
で
す
。

▼
届
出
期
間
／
8
月
２
日（
月
）〜
31
日（
火
）

対
象
の
方
に
は
、
7
月
末
に
手
続
き
の
お
知

ら
せ
を
送
付
し
ま
し
た
。

▼
各
制
度
更
新
手
続
き
時
の
持
ち
物
／

①
健
康
保
険
証

②
前
受
給
者
証

③
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
ま
た
は
自

閉
症
の
診
断
書（
障
害
者
医
療
費
受
給
者
お

よ
び
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
の
う

ち「
障
害
者
」の
要
件
に
よ
る
受
給
者
）

④
課
税
証
明
書
等(

令
和
３
年
1
月
2
日
以

降
に
転
入
さ
れ
た
方
で
、母
子
・
父
子
家
庭
医

療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
ま
た
は
後
期

高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
）

※

①
②
は
共
通
、③
④
は
該
当
者
の
み
で
す
。

診
療
の
際
に「
限
度
額
適
用
認
定
証
」ま
た

は「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、窓
口
負
担

額
が
自
己
負
担
限
度
額（
別
表
１
・
２
参
照
）

で
収
ま
り
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
】

▼
持
ち
物
／

・国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
な

ど（
個
人
番
号
確
認
の
た
め
）

・免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

※

同
居
の
世
帯
の
方
以
外
が
代
理
で
申
請
さ

れ
る
場
合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

※

愛
西
市
国
民
健
康
保
険
以
外
の
方
は
、そ

れ
ぞ
れ
の
健
康
保
険
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※

以
前
交
付
を
受
け
た
方
で
引
き
続
き
８
月

か
ら
も
必
要
な
場
合
は
、更
新
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

※

保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯
に
は
交
付
で

き
ま
せ
ん
。

※

70
歳
以
上
の
方
で
別
表
２
の「
一
般
」な
ら

び
に「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅲ
」区
分
の
場
合
は

申
請
不
要（
高
齢
受
給
者
証
の
負
担
区
分
に

応
じ
て
限
度
額
で
収
ま
り
ま
す
。）

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

▼
持
ち
物
／

・後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
な

ど（
個
人
番
号
確
認
の
た
め
）

・本
人
確
認
が
で
き
る
書
類（
顔
写
真
付
き

は
１
点
、そ
れ
以
外
は
２
点
確
認
）

※

被
保
険
者
本
人
以
外
が
代
理
で
申
請
さ
れ

る
場
合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

※

既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
今
年
度
も

同
区
分
に
該
当
す
る
方
に
は
、新
し
い
有
効

期
限
の「
限
度
額
適
用
認
定
証
」ま
た
は「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
送

付
し
ま
す
の
で
、更
新
手
続
き
不
要
で
す
。

※

別
表
２
の「
一
般
」な
ら
び
に「
現
役
並
み

所
得
者
Ⅲ
」区
分
の
場
合
は
申
請
不
要（
被

保
険
者
証
の
負
担
区
分
に
応
じ
て
限
度
額
で

収
ま
り
ま
す
。）

注1 所得区分は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除（43万円）後の総所得金額です。
注2 4回目以降は、過去12か月の間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回です。

別表１【国民健康保険(70歳未満)の自己負担限度額】別表２【国民健康保険(70歳から74歳)および後期高齢者医療の自己負担限度額】

■

■

広報あいさい 2021.8 12広報あいさい 2021.813
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